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令和３年度の取組状況について 

 

１ 水道広域化推進プランの策定に向けた検討 

宮城県水道事業広域連携検討会及び水道事業のあり方懇話会の２体制により，有識者等の俯瞰

的・客観的意見を踏まえながら，市町村・県等の水道事業者による主体的な議論により，宮城県

水道広域化推進プランについて検討を進めた。 

（１）宮城県水道事業広域連携検討会（及び地域部会） 

  構成員 … 県内水道事業者（県及び市町村等）の担当課長及び庁内関係課 

 開催結果 

名称 概要 

第１回検討会（9/1） ・令和２年度の検討結果及び令和３年度の活動方針

について 

第１回地域部会（合同）（12/15） ・水道広域化推進プランの策定方針について 

第２回地域部会（3/7～3/10） ・水道広域化推進プラン素案（概要版）について 

・施設の統廃合検討について 

※ 仙南，仙塩，大崎，東部の４地域ごとに開催 

第２回検討会（3/24） ※3/16福島県沖地震の影響により延期 

 

 （２）宮城県水道事業のあり方懇話会 

   構成員（敬称略） 

分 野 氏名 所属・役職 

学識経験者 

佐野 大輔 東北大学大学院工学研究科 教授 

菊池 明敏 岩手中部水道企業団 参与 

大嶋 雄生 
一般社団法人行政経営支援機構 理事 

（公認会計士・税理士・英国勅許公共財務会計士） 

水道事業体 

田代 浩次 宮城県企業局水道経営課 課長 

木村 剛 石巻地方広域水道企業団 技術次長 

東根 一 七ヶ宿町農林建設課 課長 

開催結果 

 概要 

第１回（10/5） ・これまでの検討経過 

・プランの策定方針について 

第２回（12/16） ・プラン骨子・目標指標等について 

・施設の統廃合検討について 

第３回（2/7） ・水道事業者との意見交換（仙台市，気仙沼市，涌谷町） 

第４回（3/15） ・水道広域化推進プラン素案について 

・施設の統廃合検討について 

 ※ 検討会，懇話会ともに，それぞれ寄せられた意見について説明し，議論の参考としている。 

 



 

２ モデルエリアにおける検討等 

（１）塩釜地区２市３町（塩竈市，多賀城市，利府町，松島町，七ヶ浜町） 

   令和２年度業務において，同地区の中核浄水場を活用した施設統廃合及び事業統合による効

果算定を実施し，これを基に令和２年度末から令和３年度にかけ，各事業体の意見調整や意向

確認を行った。 

 → 中核浄水場の活用に向け，同浄水場建設スケジュールに合わせた合意形成が必要となったが，

依然として整理すべき課題が残っており，早期の合意形成は困難との意見が複数寄せられた。 

 → 引き続き，共同発注など管理の一体化からの連携について検討を続けることとする。 

 → 本検討内容については，（一定の条件の下であるが）他地区において経営の一体化を検討する

際等に活用する。 

 （２）黒川地区１市２町１村（富谷市，大和町，大郷町，大衡村） 

   令和２年度から下水道事業広域化・共同化勉強会において，上水道及び下水道分野の業務の

共同発注に向けた検討を続けている。昨年度も勉強会を２回開催し，共同発注する場合の業務

の洗い出しや効果額シミュレーション，実現スケジュール等について調査・研究，各事業者の

意見聴取など実施した。 

 （３）施設統廃合の検討 

   既存モデルエリアの他，県内各地域の水道施設の配置状況から，広域化に向けた具体的な取

組に向け，全県を対象とした水道施設の統廃合検討を実施した。 

 → 市町村等事業者の水道施設や広域水道など幅広く対象とし，事業体の枠を超えた効率的な施

設配置の可能性を検討するもの（一部，地域間，隣県との連携も想定）。 

 → 水道事業者から施設データや既存統廃合計画など提供を受け，現在たたき台による意見聴取

を実施しており，今年度も検討を継続する。 

  



 

【参考：検討会・地域部会で寄せられた主な意見と対応方針】 

 

第１回検討会 9月 1日開催 

No. 意見概要 対応方針等 

１ ・物理的な広域連携による効果が得られなく

ても，事業統合等により効果が得られるよ

うな場合があるのであれば，そのようなケ

ースがあることを報告書上などで整理して

いただきたい。 

・地理的要因により施設統合ができない事

業体を含めた事業統合も今後選択肢の1つ

になりうると考えるため，今後経営の一体

化等検討部会にて検討を進める。 

 

第１回地域部会（合同） 12月 15日開催 

No. 意見概要 対応方針等 

１ ・将来推計について事業体ごとの結果を記載

するとあるが，県が主体となって市町村ご

との詳細な内容を公表することに疑問を感

じる。 

・圏域ごとでは住民にとって「わがまちのこ

と」として捉えづらいため，事業体ごとに

R1sim 結果を資料編にまとめることとした

い。 

・あくまで県が推計した値であることを明

記する。 

２ ・今後のあり方について大枠が指標となって

おり具体的なあり方が不明であり，現状の

書き方では，この指標を達成することが目

指すべき姿ととらえかねない。 

・広域化により改善したい項目を県民が具

体的にイメージするための指標として位

置付ける。 

・指標は補助的なものであり，広域化の基本

方針や方向性，推進方法については別途明

記する。 

３ ・県水道ビジョンとの関係性が現状の記載で

は不明。 

・本プランは水道ビジョンの「発展的広域化

に向けた取り組み」部分を見直しの上，改

めて規定するものとし，本プランの内容は

次期水道ビジョンに反映するものとし，そ

の旨を本プランに明記する。 

４ ・「下水道事業等との関連の整理」について，

下水道企業団などの設立を考えるのであれ

ば，初めの段階で決定する必要がある。 

・経営の一体化や管理の一体化・共同発注・

官民連携・ICT 等で下水道事業との関連が

見込まれるため，県内外の事例を研究し，

検討に反映する。 

  



 

第２回地域部会（４圏域） ３月７日～３月 10日開催 

No. 意見概要 対応方針等 

１ ・「第５ 広域化推進方法」の「基本的な考

え方」に，主体的な取り組みを尊重する

旨の記載が必要ではないか。 

・広域化を進める意向がある事業体間の自

主的な取組みを積極的に支援することと

し，事業体には各検討結果を戦略的に活

用していただきたいと考えている。 

２ ・災害時のバックアップについて，施設統廃

合検討の有無に関わらず検討していただき

たい。 

・コストメリットとリスク対策の間でのバ

ランスも考慮しつつ，検討が必要と考えて

いる。 

３ ・施設の統廃合に係る費用負担はどのように

考えているか。 

・基本的には事業体内で負担することを考

えているが，ケースによっては検討が煮詰

まっていく段階で議論したい。 

４ ・都市部と農村部とでは広域化の効果に差が

出ると思う。地理的に，端にある市町村は，

広域連携の選択肢が狭い。一方で，水道を

取り巻く環境は将来さらに厳しくなるた

め，より効果がある経営統合から進めて，

経営体として施設統廃合を進めることが効

果的と考える。 

・これまでの sim結果から，経営の一体化に

よる効果が一番大きいことは明らかであ

り，施設の統廃合も進めやすいと考えてい

るが，経営の一体化に一足飛びで向かうと

いう流れは，現時点では難しい。まずは事

業体の枠を超えて議論ができるように，施

設についての議論を進め，併せて，来年度

以降の経営の一体化に係る具体的な検討

も進めたい。 

 

  



 

【参考：あり方懇話会で寄せられた主な意見と対応方針】 

 

第１回あり方懇話会 10月 5日 

 

No. 意見概要 対応方針等 

１ ・宮城県として方向性が定まっていないよう

だが，用水供給施設も含めて今ある施設を

どのように共同化・ダウンサイジングして

施設の最適配置周辺の市町村も含め全体で

考え，検討すべき。 

・現状，経営状況などを背景に，広域連携に

対する温度差がある一方で，指摘のとおり

「全体最適」は重要な視点であるため，ま

ずは県全体に目を向け，事業体の枠を超え

て施設統廃合を検討する。 

２ ・水道事業における不確実性を持つ要素（水

需要，災害リスクなど）も考慮するべき。 

・広域的な水融通を実現することで，不確実

性への備えを強化できると考えており，具

体的なバックアップ体制も含め検討する。 

３ ・今後どの事業体も経営が厳しくなることを

いかに工夫して示し，事業体が「わがまち

のこと」として捉えられるかが重要である。 

・圏域ごとでは住民にとって「わがまちのこ

と」として捉えづらいため，事業体ごとに

R1sim 結果を資料編にまとめることとした

い。（今後，更に調整） 

 

第２回あり方懇話会 12月 16日 

No. 意見概要 対応方針等 

１ ・将来の課題・危機感に対する共通認識を生

むために，中長期的な視点で見た時に，ど

の事業体もいずれ単独では立ち行かなくな

るということを数字等で示す必要がある。 

・広域化を実現するための基本方針の一つ

として「長期的な視点に立った広域化の推

進」を規定した上で，R1sim 結果を事業体

ごとで資料にまとめる予定。 

２ ・無駄な施設（能力）の分だけ減価償却費が

かかるため，施設利用率は上げていく必要

があることは明らか。 

・有収率は，現場の感覚からすると 90%を超

えてくると漏水量が格段に落ちるため，90%

を一つの基準に設定することも一案。 

・有収率も改善すべき重要な指標であるが，

広域的な施設統廃合による改善が見込ま

れる項目として，「モノ」の視点は施設利用

率を指標として設定することとしたい。 

３ ・管路は施設のダウンサイジング等と合わせ

て都度設計するものであり，最適配置検討

の中で配水池から先の管路のダウンサイジ

ングまで検討することは本質ではない。 

・プランにおける施設統廃合の検討対象は

浄水場・配水池（あるいは配水池に至るま

でのポンプ場）までとする。 

 

  



 

第３回あり方懇話会 2月 7日 

No. 意見概要 対応方針等 

１ ・実現可能な将来像を描くべき。 

 

・施設統廃合検討は，一定条件下で幅広に案

を抽出したのち，実現可能性の視点から絞

り込みを重ね，事業体の了承が取れた案等

を記載する。 

２ ・料金改定だけに頼らず，事業継続が可能と

なるような広域化を行うべき。 

・事業規模や経営状況により，重視する経営

課題は異なり，広域化のメリットも様々な

切り口から整理する必要があることから，

ヒト・モノ・カネのそれぞれの面で取組み

の効果を評価する。 

３ ・現在宮城県で最も大きい事業体である用水

供給事業の関与も整理すべき。 

・施設統廃合検討など，用水供給事業との連

携についても検討する。 

４ ・地域によってニーズや広域連携策も様々で

あるなかで，圏域ごとの検討会では県がリ

ーダーシップを取っていくのか，事業体間

の自主的な議論は困難なのか。 

・圏域ごとに一定の方向性を見出すことが

難しいことから，今後の検討体制として，

検討内容ごとに３つの部会を設け，圏域の

枠に限らず議論を進めたいと考えている。 

・法に規定された広域連携の推進役として

の県の役割を果たすべく，広域化を進める

意思のある事業体間の自主的な取組みを

促していきたい。 

 

第４回あり方懇話会 3月 15日 

No. 意見概要 対応方針等 

１ ・二次検討（水量検討）で、統廃合年度時点でみ

ると判定が不採用となるケースについても、水需

要の減少の度合等によって長期的には統廃合

可能と判断できる場合があるのではないか。 

・御指摘のとおり，人口減少等に伴う水需要

の減少によって統廃合が可能と判断でき

る場合も考えられることから，各水道事業

体の意向も踏まえながら，幅広く検討を行

っていきたい。 

２ ・三次検討ではイニシャルコストのみで比較して

いるが、本来はランニングコストも含めたトータル

コストで比較検討を行うべきである。ランニングコ

ストまで見込むことで効果が逆転する場合があ

るのではないか。 

・今回の検討では，トータルコストに占める

割合の大きいイニシャルコストで検討を

行ったが，今後は各水道事業体の意向も踏

まえながら，適切に対応してまいりたい。 

３ ・施設稼働率を高くすることは重要であるが、施

設の更新時期や統廃合等の具体的な検討・施

策が無い中で、目標値（指標値）のみを示すの

はいかがなものか。 

・目標は，宮城県の水道の目指すべき姿を県

民に分かりやすく示すために設定したも

のであり，施設稼働率向上に向けた取組を

今後も引き続き行っていく。 

 


